
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆経 緯 

川崎市の大学生の男性が提訴して請求した賃金額は

１万 4,000円でした。男性は５月にスポットワーク最

大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予定で

したが、その前日にスマホでキャンセルの通知を受け

取りました。１年ほど前からスポットワークを開始し、

毎回異なる飲食店で働いてきた男性にとってキャン

セルは初めて。お金を貯めようとしていた男性は別の

仕事を探したものの、自宅から通いやすいなどの仕事

は見つかりませんでした。それ以降も別の仕事先で直

前キャンセルが３件続いた男性は、提訴に踏み切りま

した。 

◆双方の主張 

男性の原告側は、「マッチング時点で労働契約が成立

したとするのが実態に即して合理的だ」などと主張。

タイミーが「労働契約は出勤時にＱＲコードを読み込

むことにより締結される」としていることについて、

原告側は意図的に休業手当を支払わずにでき、労働基

準法に違反するとして、賃金の支払いを求めています。

被告である飲食店の経営者は、マッチング時に労働契

約が結ばれるという認識はなかったとしています。 

◆厚生労働省のリーフレット 

スポットワークをめぐっては、７月に厚生労働省が

「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人

にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合

意があったものとして労働契約が成立する」との留意

点を示したリーフレットを出しました。これを受けて、 

主要なアプリ事業者は９月に規約を見直しました。 

今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が出る

ともいわれている裁判の行方が注目されます。 

【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の 

留意事項等」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支援制度

をまとめた特設サイトをオープン 

今年も最低賃金の引上げが実施されました。近年、大

幅な引上げが続いており、企業としては対応に苦慮す

るところです。そのような中、中小企業庁は、賃上げ・

最低賃金対応をしながら、新製品開発、新設備の導入、

販路開拓、従業員の処遇改善や人材確保の取組みをす

る中小企業・小規模事業者への国の支援制度をまとめ

た「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設し

ました。 

◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報を一括

で確認 

特設サイトは、以下のステップにより、自社に合った

補助金・助成金（ＩＴ・設備投資支援に関する補助金、

業務改善助成金、キャリアアップ助成金等）、税制優

遇（賃上げ促進税制）、相談窓口（よろず支援拠点、

働き方改革推進支援センター等）といった支援策をす

ぐに見つけられるよう工夫されています。 

◆自社に合った支援制度を見つけるために活用を 

時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入力するこ

とによって、１日、１週間、１月、１年当たりの各増

加額を算出できる「人件費増加額シミュレーション」

や、利益を得るための売上高等をシミュレーションで

きる「儲かる経営 キヅク君」など、自社の状況をシ

ミュレーションするのに活用できるツールも盛り込

まれていますので、ぜひ活用したいところです。 
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中小企業庁が「賃上げ・最低賃金 

対応支援特設サイト」を開設しました 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

スポットワーク直前キャンセルを 

 めぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

